
仕事の窓仕事の窓

沖
縄
総
合
事
務
局
防
災
訓
練（
地
震
・
津
波
）の
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つ
い
て

総務部／開発建設部

仕事の窓仕事の窓

今
こ
そ
太
陽
光
発
電

買
取
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　
訓
練
は
、午
前
9
時
15
分
に
沖
縄
本
島

南
西
沖
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
8・0
、震
度
6

弱
の
地
震
が
発
生
し
た
と
の
想
定
で
、本

局
職
員
全
員
参
加
の
緊
急
地
震
速
報
対

応
に
始
ま
り
、離
島
を
含
め
た
全
職
員
の

安
否
確
認
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、防
災
担
当
職
員
で
実
施
し
た

訓
練
は
、総
務
部
は
、災
害
対
策
本
部
の

立
ち
上
げ
、入
居
庁
舎
の
安
全
確
認
や
災

害
広
報
訓
練
、関
係
機
関
及
び
各
部
と
の

連
絡
調
整
訓
練
を
行
い
、財
務
部
は
、所

管
業
務
の
う
ち
沖
縄
本
島
及
び
石
垣
島

に
所
在
す
る
公
務
員
合
同
宿
舎
の
被
災

情
報
連
絡
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

　
農
林
水
産
部
は
、災
害
対
策
支
部
の
立

ち
上
げ
、地
震
に
よ
り
名
護
市
喜
瀬
集
落

の
農
道
法
面
が
崩
壊
し
、農
道
埋
塞
が
発

生
し
た
こ
と
及
び
漁
港
施
設（
糸
満
漁

港
）の
津
波
被
害
の
情
報
が
沖
縄
県
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
と
の
想
定
で
適
切
な
情
報

伝
達
訓
練
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
開
発
建
設
部
は
、所
管
す
る
ダ
ム
、道

路
、港
湾
、公
園
及
び
官
庁
営
繕
施
設
が

そ
れ
ぞ
れ
被
災
し
た
と
の
想
定
で
、沖
縄

県
や
国
の
関
係
機
関
の
ほ
か
、沖
縄
建
設

弘
済
会
、沖
縄
県
建
設
業
協
会
、日
本
道

路
建
設
業
協
会
沖
縄
支
部
及
び
沖
縄
県

舗
装
業
協
会
と
連
携
し
た
災
害
支
援
訓

練
、ま
た
、沖
縄
総
合
事
務
局
防
災
ヘ
リ

に
よ
る
現
地
災
害
映
像
を
関
係
機
関
に

送
信
す
る
こ
と
や
、衛
星
小
型
画
像
伝
送

装
置
に
よ
る
被
災
現
場
の
状
況
調
査
及

び
画
像
配
信
訓
練
、災
害
対
策
支
部
と
の

テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
応
急
対
策

訓
練
な
ど
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、緊
急

災
害
対
策
派
遣
隊
員
（
T
E
C
│

F
O
R
C
E
）の
派
遣
に
つ
い
て
の
訓
練

も
実
施
し
ま
し
た
。

　
運
輸
部
は
、那
覇
港
に
停
泊
中
の
船
舶

や
那
覇
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
停
車
中
の
バ
ス

が
被
災
し
た
と
の
想
定
で
被
害
状
況
や

運
航（
行
）状
況
等
の
情
報
連
絡
訓
練
を

実
施
し
ま
し
た
。

　
今
回
の
訓
練
で
は
、那
覇
産
業
保
安
監

督
事
務
所
、沖
縄
気
象
台
、国
土
地
理
院

沖
縄
支
所
、第
十
一
管
区
海
上
保
安
本

部
、陸
上
自
衛
隊
第
一
混
成
団
及
び
沖
縄

県
等
の
関
係
機
関
に
も
ご
協
力
い
た
だ

き
、有
意
義
な
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　
関
係
機
関
の
皆
様
の
御
協
力
に
感
謝

申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
最
後
に
、訓
練
後
に
挙
が
っ
た
様
々
な

反
省
点
を
次
回
以
降
の
訓
練
に
生
か
し

て
、当
局
の
防
災
体
制
の
強
化
、充
実
に

努
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

経済産業部
○
太
陽
光
発
電
買
取
制
度

　
２
０
０
９
年
11
月
１
日
か
ら「
太
陽
光

発
電
の
買
取
制
度
」が
ス
タ
ー
ト
し
ま

す
。こ
れ
に
よ
り
、太
陽
電
池
を
使
っ
て
家

庭
で
作
ら
れ
た
電
力
の
う
ち
、自
宅
で
使

わ
れ
ず
に
余
っ
た
分
を
従
来
の
２
倍（
１
ｋ

ｗ
ｈ
あ
た
り
48
円
※
）で
10
年
間
売
る
こ

と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
も
の
で

す
。こ
れ
に
よ
り
、太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

導
入
に
か
か
る
費
用
も
約
10
〜
15
年
で

回
収
出
来
る
よ
う
に
な
る
よ
う
で
す
。買

取
に
か
か
っ
た
費
用
は
、電
力
を
利
用
す

る
方
、全
員
で
負
担
す
る「
全
員
参
加

型
」の
制
度
と
な
って
い
ま
す
。

○
ソ
ー
ラ
ー
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

　
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
と
沖
縄
総
合
事
務

局
で
は
、広
く
県
民
の
皆
様
に
制
度
を

知
っ
て
い
た
だ
き
、積
極
的
に
意
見
を
交

換
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、平
成
21
年
10

月
８
日
に
当
局
会
議
室
に
お
き
ま
し
て
、

「
ソ
ー
ラ
ー
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
―
太
陽

光
発
電
の
買
取
制
度
説
明
会
―
」を
開

催
い
た
し
ま
し
た
。

　
経
済
産
業
省
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
太

陽
光
発
電
買
取
制
度
室
の
黒
部
一隆
氏
か

ら
制
度
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
が
、会
場

内
に
は
大
勢
の
方
々
が
集
ま
り
、熱
心
に

聞
き
入
って
い
ま
し
た
。

○
低
炭
素
社
会
構
築
に
向
け
て

　
太
陽
光
発
電
の
導
入
拡
大
に
つい
て
は
、

「
２
０
２
０
年
頃
に
現
状
の
20
倍
程
度
」と

い
う
高
い
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。経

済
産
業
省
は
こ
れ
ま
で
も
導
入
に
対
す
る

補
助
制
度
や
税
制
優
遇
な
ど
様
々
な
施
策

を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、本
制
度
は
太
陽

光
発
電
への
更
な
る
普
及
拡
大
施
策
の一つ

と
し
て
、国
全
体
で
取
り
組
み
、「
一億
二
千

万
人
の一
歩
」が
こ
れ
か
ら
の
未
来
を
作
っ

て
い
く
と
い
う
想
い
を
共
有
し「
全
員
参
加

型
」で
推
し
進
め
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い

ま
す
。如
何
で
し
ょ
う
？
皆
様
も
太
陽
光

発
電
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
本
格
的
に
ご
検

討
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

※
当
初
は
住
宅
用
48
円・非
住
宅
用
24
円
、自
家
発

電
設
備
併
設
の
場
合
、住
宅
用
39
円
、非
住
宅
用

20
円
。
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沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
、
去
る
10
月
8
日
、
地
震
・
津
波
の
災
害
を
想
定
し
て
、
災
害
対
策
の
適
切
な
初
動
体
制
を
確
立
し
、
関
係
機
関
と
の
間
に
お
い
て
関
連
情
報
等
の
伝
達

が
迅
速
か
つ
的
確
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
、
防
災
訓
練
を
実
施
し
ま
し
た
。

太陽光発電の新たな買取制度
現在、政府では１１月１日から開始される「太陽光発電の新たな買取制度」の準備を進めています！

この制度により、日本の太陽光発電導入量を拡大することで、エネルギー源の多様化に加えて、温暖化対策や経
済発展にも大きく貢献できます。詳しくは買取制度HP（URL： http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori/index.html ）を御覧ください。

○ 太陽光発電システムで作られた電力のうち、余剰電力が買取対象となります。
○ 買取期間は買取を開始した時点から10年間で、買取価格は固定されます。
（※設置された年度によって価格が低減していきます。導入当初は住宅用（１０ｋＷ未満）であれば48円です。）

○ 負担額については、電力需要家全員で負担をする全員参加型の制度です。

買取制度のポイント

買取収入

余剰となる電気

太陽光発電の導入者

太陽光
サーチャージ
（全電力需要家
によって負担）

電気電
力
会
社

需
要
家

買取収入
（住宅用以外２４円/ｋＷｈ等）

余剰となる電気

※自家発電設備を併設している場合は、住宅用、それ以外それぞれ３９円、２０円（導入当初）。

（住宅用４８円/ｋＷｈ等）
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